
これまでの主な取組・成果

◇実施した主要施策・事業等
●市・警察署・社会福祉協議会・民間事業者等
68社(平成31(2019)年３月末現在)と見守りに
関する協定を締結し、見守り活動に取り組みま
した。
●社会福祉協議会との連携により、地域におけ
る支え合い活動の拠点となる「もやいネット地
区ステーション」設置の取組を支援し、平成
28(2016)年３月末までに市内31地区に設置
を完了しました。
●地域福祉の担い手となる民生委員・児童委員
のスキルアップが図られるよう、活動を支援し
ました。
●生活困窮者への支援として、平成27(2015)
年度に「自立相談支援センター」を開設し、
平成31(2019)年度から就労準備支援事業・
家計改善支援事業の取組を始めました。

現状と課題

●少子高齢化の進行や核家族化・単身世帯の増
加等に伴い、家族や地域で支え合う社会的な
つながりが希薄化しています。
●過疎化や高齢化の進行により、新たな地域福

祉の担い手の確保が課題となっている一方、
地域のボランティアや民間企業等による地域
福祉活動も見られます。

●高齢者や子ども、障害者、生活困窮者などの
多様な福祉相談に対応する総合相談窓口を効
果的に運営するため、関係機関との連携強化
が求められています。
●生活困窮者に対し、計画的、専門的な支援が
求められています。

●地域福祉の中核的な担い手であり、様々な福
祉ニーズに対応していく社会福祉法人は、地
域福祉を推進していく上で特に適正な法人運
営が求められています。

推進施策の展開

◇地域福祉活動の推進
●地域福祉の担い手となる民生委員・児童委員
の活動を助成し、地域の見守り、相談活動を
支援します。

●社会福祉協議会との連携により、地域福祉活
動を推進します。

●地域の助け合い、支え合い活動を促すため、
各地区の地域福祉コーディネーターと共に、
地域の課題について話し合う協議体の設置を
進めます。

地域福祉の推進５-１

基本方向(施策方針)

地域での支え合いや福祉サービスにより、支援を必要としている人を含む全ての人が安
心して暮らせるまちづくりを進めます。
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◇福祉に関する相談支援の充実
●対象者を限定せず相談を受ける「もやいネット
センター」(福祉総合相談窓口)では、ひきこも
りなど制度の狭間にある方々の相談も対象と
しています。対象者別窓口の垣根をこえた関
係機関との連携を強化します。

●生活困窮者に対する相談支援を充実するため
に、家計や就労に関する計画的、専門的な支
援を実施する体制を強化します。また、生活
保護制度においては、最後のセーフティネット
として適正な給付を行い、自立を促進します。
●認知症高齢者や障害者など、判断能力が不
十分な方が地域で安心して生活できるように、
成年後見制度の利用を促進します。

◇社会福祉法人への公正な指導監査
●社会福祉法人に対する公正な指導監査を効果
的に行うことにより、適正かつ健全な法人運
営を図ります。

主な指標

主な指標 現状値
（2018年度）

目標値
（2024年度）

もやいネット支援事業
者研修会の開催
※�累計受講者数

66人 250人

関連する個別計画

●第３次周南市地域福祉計画
　【計画期間：平成28～令和２年度】
●周南市高齢者プラン「第８次老人保健福祉計
画・第７期介護保険事業計画」
　【計画期間：平成30～令和２年度】

� もやいネット支援事業者研修会
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これまでの主な取組・成果

◇実施した主要施策・事業等
●地域で高齢者を支える体制を整備するために、
地域見守りネットワークの構築を推進しました。

●住み慣れた地域で介護サービスが受けられる
よう、介護保険事業計画に基づき必要な施設
整備を実施しました。

●高齢者が元気に現在の生活を維持・継続でき
るよう、介護予防に関する教室や講座を開催
するとともに、週１回「いきいき百歳体操」に
取り組む「住民運営の通いの場」の普及を図
りました。
●老人クラブの活動に対する支援や「輝き周南
大学」の開催などを通じて、生涯現役社会づ
くりを推進しました。
●医療や介護につながっていない認知症初期の
人に、本人や家族支援などの初期の支援を包
括的・集中的に行うため、「認知症初期集中
支援チーム」を設置しました。

●認知症やその家族が安心して暮らせるよう「男
性介護者の集い」、「認知症家族会」、「認知症
カフェ」への支援や認知症講演会を実施しました。
●在宅医療と介護を一体的に提供するため、「周
南市版退院支援ガイド」や「看取り・急変時
対応ガイド」を作成し、啓発を行いました。

●チェックリストを受けた事業対象者や要支援者

に介護予防・生活支援サービス事業を実施し
ました。

◇市民の意識
■高齢者福祉の充実

現状と課題

●本市の高齢化率は、平成31(2019)年４月現在
32.3％で、全国平均28.1％(平成30(2018)
年10月１日現在：総務省人口推計)より高い数
値となっています。

●高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続
けることができるよう、地域で支える体制づく
りを進める必要があります。

高齢者福祉の充実５-２

基本方向(施策方針)

地域包括ケアシステムの深化・推進に向けて、高齢者が住み慣れた地域で心豊かに、い
きいきと安心して暮らしていけるまちづくりを進めます。

満足3％満足3％無回答6％無回答6％
不満3％不満3％ まあ満足

21％
まあ満足
21％

やや不満
11％

やや不満
11％

どちらとも
いえない
56％

どちらとも
いえない
56％
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推進施策の展開

◇高齢者を地域で支える体制づくり
●医療・介護・介護予防・生活支援・住まいのサー
ビスが一体的に提供される地域包括ケアシス
テムの深化・推進を図ります。
●認知症の高齢者やその家族が地域で安心して
暮らせるよう、相談・見守り体制を整備します。

◇介護サービスの充実
●第７期介護保険事業計画における施設の整備
状況や、国の介護保険制度の見直し、介護人
材の確保等の社会情勢を勘案しながら、次期
介護保険事業計画を策定する中で、必要な施
設整備を行います。

●指導監査を効果的に行うことにより、介護サー
ビスの質の確保及び事業所の適正かつ健全な
運営を図ります。

●周南市介護老人保健施設ゆめ風車では、介
護保険制度における高齢者の自立支援と尊厳
の維持、家族の介護負担を軽減し、在宅復帰・
在宅療養支援のための地域拠点としての役割
を担っていきます。

◇介護予防の推進
●高齢者が健康でいきいきと生活を送ることが
できるよう、「住民運営の通いの場」への支援や、
「ふれあいいきいきサロン」の担い手の育成等、
介護予防の取組を推進します。

◇高齢者の社会参加の促進
●周南市老人クラブ連合会と連携を密にして、
高齢者の社会参加に向けた事業に取り組むと
ともに、高齢者ニーズに対応した老人クラブ
の展開を支援し、高齢者の仲間づくりや、生

きがい活動、健康づくりを進めます。
●高齢者が地域活動の担い手として多様に活躍
できるよう環境整備を図るとともに、地域の特
性に応じて活動が継続できるよう支援してい
きます。
●地域の「助け合い・支え合い」による生活支
援サービスの提供と社会参加を一体的に推進
します。
●既存の交通資源を活用した移動支援や新たな
交通手段を確保することで、高齢者の外出を
支援し、社会参加の促進を図ります。

主な指標

主な指標 現状値
（2018年度）

目標値
（2024年度）

認知症サポーター養
成数
※�累計養成数

13,338人 19,000人

週1回「いきいき百歳
体操」に取り組む「住
民運営の通いの場」
の数

100カ所 150カ所

関連する個別計画

●第３次周南市地域福祉計画
　【計画期間：平成28～令和２年度】
●周南市高齢者プラン「第８次老人保健福祉計
画・第７期介護保険事業計画」
　【計画期間：平成30～令和２年度】
●周南市介護老人保健施設事業　経営戦略
　【計画期間：令和元～10年度】
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これまでの主な取組・成果

◇実施した主要施策・事業等
●相談支援専門員や障害者施設の職員を対象と
した研修会を開催し、障害児・障害者の支援
に関する知識や技能の向上、連携を図りました。
●障害者就労施設等に通所する障害者の工賃を
引き上げるため、障害者施設共同受注センター
協議会と連携して、障害者就労施設等が提供
する物品・サービスを優先的に調達しました。
●障害者の情報の取得や利用を拡大するため、
手話奉仕員養成講座や手話奉仕員ステップ
アップ養成研修等の実施や、視覚障害者に送
付する文書の音声コード化を進めました。

●重度心身障害者医療費助成について、県が
導入した本人の一部負担金を市が負担するこ
とにより、医療費の無料化を継続しました。

◇市民の意識
■障害者福祉の充実

現状と課題

●本市の障害者手帳所持者数は、平成31(2019)
年４月現在7,388人で、平成26(2014)年４月
と比較して、168人(2.3％)増加しました。
●障害児・障害者の地域生活に関する支援の
ニーズが多様化・専門化しており、支援に係
わる人たちの連携とスキルアップがますます重
要となっています。

●平成30(2018)年４月から障害者の法定雇用
率が2.0％から2.2％に引き上げられました。
障害者の就業による自立を進めることが重要
です。
●平成25(2013)年４月に「障害者就労施設等
優先調達推進法」が施行され、国・地方公共
団体等は障害者就労施設等からの優先調達を
一層進めています。

障害者福祉の充実５-３

基本方向(施策方針)

障害のある人もない人も、お互いの人格と個性を尊重し合いながら共生し、自分らしく
暮らせるまちづくりを進めます。

満足2％満足2％無回答7％無回答7％
不満3％不満3％ まあ満足

15％
まあ満足
15％

やや不満
9％

やや不満
9％

どちらとも
いえない
64％

どちらとも
いえない
64％

� 障害児通所支援施設等研修会

周南市まちづくり総合計画 71

分
野
別
計
画

福
祉･

健
康･

医
療



●平成28(2016)年４月に施行された「障害者差
別解消法」では、障害者が地域で生活する上
で制約となっている社会的障壁の除去の実施
について、行政機関等に合理的な配慮を求め
ています。

推進施策の展開

◇地域生活支援の充実
●障害児・障害者やその家族等に対する相談支
援の充実を図るため、基幹相談支援センター
と協働し、支援に従事する人たちのスキルアッ
プと、支援に関わる各機関の連携を図ります。
●障害児・障害者についての理解を深めるため、
地域自立支援協議会やその他の関係機関と連
携して講演会・研修会を開催し、啓発を推進
していきます。
●通所や居宅に係る障害福祉サービス事業所の
拡充に取り組むとともに、障害児・障害者が
住み慣れた地域で安心して暮らしていける体
制を図ります。

◇障害者就労支援の充実
●障害者就業・生活支援センター、就労定着支
援事業所等の関係機関と連携し、障害者の一
般就労、職場定着を進めます。

●障害者施設共同受注センター協議会と連携し、
障害者就労施設等が提供する物品・サービス
の優先的調達を進めます。

◇差別解消の推進
●市の事務・事業を行うに当たり、障害者への
配慮について市が定めた要領に基づき対応し
ます。

●市が発信する情報の取得や利用を拡大するた
め、意思疎通支援の充実と情報バリアフリー
を推進します。

主な指標

主な指標 現状値
（2018年度）

目標値
（2024年度）

就業・生活支援セン
ターの支援を受け就職
した障害者数
※�就業・生活支援センター
の支援を受け就職した
障害者累計

18人 27人

障害者就労施設等か
らの物品・役務等の調
達額
※�市の業務における調達額

2,516万円 2,800万円

関連する主な個別計画

●第３次周南市地域福祉計画
　【計画期間：平成28～令和２年度】
●周南市障害者計画
　【計画期間：令和２～５年度】
●周南市障害福祉計画・周南市障害児福祉計画
　【計画期間：平成30～令和２年度】
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これまでの主な取組・成果

◇実施した主要施策・事業等
●健康寿命の延伸を目的として、「しゅうなん
スマートライフチャレンジ」を実施し、平成
30(2018)年度は、協賛事業者134の登録と
4,980人の参加がありました。

●歯と口腔の健康づくりを推進するため「周南
市民の健康を支える歯と口腔に関する条例」
を制定しました。
●「第２次周南市食育推進計画」に基づき、関
係機関との連携により、食育を推進してきまし
た。第２次計画の評価では、栄養バランスに
配慮した小中学生の割合が増加しました。

●各種がん検診・肝炎ウイルス検診・歯周疾患
検診を実施しました。また、がん検診と特定
健康診査の受診券を一体化し、受診しやすい
体制整備に取り組みました。

●心の健康づくりの一環として、ゲートキーパー
研修会を開催し、延べ875人の参加がありま
した。
●ＢＣＧ・４種混合・日本脳炎・高齢者のインフル
エンザなどの定期予防接種、風しんワクチン
接種費用の一部助成を行いました。

◇市民の意識
■健康づくり活動の推進

現状と課題

●市民が生涯にわたり健康に過ごすために、自
発的かつ積極的な健康づくりの取組として「しゅ
うなんスマートライフチャレンジ」を推進し、健
康寿命の延伸に努めました。今後も、生活習
慣病の予防等の取組を継続していく必要があ
ります。
●食育では、「野菜を食べる人の割合が少ない」
「よく噛んで食べる人の割合が少ない」など
の課題があり、継続して推進する必要があり
ます。
●特定健康診査・がん検診の内容や検診体制を
見直しましたが、受診者数は伸び悩んでいます。

●心の健康づくりでは、ゲートキーパーの役割を
担える人材を増やすため、ゲートキーパー研
修会を実施しました。今後も、ゲートキーパー

健康づくりの推進５-４

基本方向(施策方針)

市民一人ひとりの主体的な生活習慣改善への取組の推進や、関係機関との連携により、
健康寿命の延伸を目指します。

満足3％満足3％無回答7％無回答7％
不満2％不満2％

まあ満足
22％
まあ満足
22％やや不満

5％
やや不満

5％
どちらとも
いえない
61％

どちらとも
いえない
61％

周南市まちづくり総合計画 73

分
野
別
計
画

福
祉･

健
康･

医
療



研修会の参加者を増やし、正しい知識の普及
が必要です。
●感染症の発症予防のため、予防接種の高い
接種率を維持することが必要です。

推進施策の展開

◇健康寿命を延ばす健康づくりの推進
●「第３次周南市健康づくり計画」に基づき、だ
れでも気軽に実践できる生活習慣病予防をは
じめとする健康づくりを地域全体に推進します。
●食育に関する普及啓発に努めるとともに、庁
内関係課及び民間も含めた関係機関と連携し
ながら、ライフスタイルに応じた食育を推進し
ます。
●「周南市民の健康を支える歯と口腔に関する
条例」に基づき、歯と口腔の健康づくりを推
進します。

◇特定健康診査・がん検診の推進
●特定健康診査・がん検診の周知とともに、関
係機関との連携を強化します。

◇自殺対策の推進
●誰もが自殺に追い込まれることのない社会の
実現を目指すため「周南市自殺対策計画」に
基づきゲートキーパー研修等、正しい知識の
普及啓発を行います。

◇感染症対策の充実
●感染症発症予防のため、定期予防接種の接
種率維持・向上を図ります。

主な指標

主な指標 現状値
（2018年度）

目標値
（2023年度）

特定健康診査受診率
※�周南市国民健康保険第
２期データヘルス計画に
基づき設定

32.3% 60.0%

関連する個別計画

●第３次周南市健康づくり計画
　【計画期間：令和２～11年度】
●周南市国民健康保険第３期特定健康診査等実
施計画
　【計画期間：平成30～令和５年度】
●周南市国民健康保険第２期データヘルス計画
　【計画期間：平成30～令和５年度】
●第３次周南市地域福祉計画
　【計画期間：平成28～令和２年度】

� 運動講座の様子
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これまでの主な取組・成果

◇実施した主要施策・事業等
●休日・夜間の救急医療体制確保のため、初期
の救急医療である休日夜間急病診療を、また、
重症患者(二次)の救急医療に対応するため輪
番制による診療を実施しました。

●老朽化した休日夜間急病診療所について、市
民が利用しやすく、二次救急との連携がとり
やすい場所に移設することとしました。
●地理的条件が悪く、高齢化が進む地域の診療
所について管理・運営を行いました。

◇市民の意識
■病院等の医療体制の充実

現状と課題

●休日夜間急病診療所は、出務医の確保が困
難になっています。このような現状を踏まえ、
市内の一次救急を必要とする患者が安心して
訪れることのできる体制の確立が求められて
います。
●救急医療体制を安定的に維持していくために、
地域の診療所と高度専門医療を行う病院が役
割を分担し、連携できる体制をつくることが必
要です。

●中山間地域及び離島の医療を確保するため、
医科７診療所と歯科１診療所を設置しています
が、人口の減少に加え、医師不足による診療
日等の縮小もあり、受診者数が減少していま
す。また、医師の確保が非常に困難な状況の
中、将来に向けて広域的な医療体制の検討が
重要な課題となっています。

●西部地域の中核的病院である新南陽市民病
院は、内科・外科・整形外科・泌尿器科・脳
神経外科・眼科・麻酔科を設置していますが、
その機能を維持し、地域の疾病構造の変化に
対応するために、医療機器・施設の充実を図
る必要があります。

地域医療の充実５-５

基本方向(施策方針)

だれもが住み慣れた地域で安心して健やかに生活できるように、地域医療の確保や救急
医療の充実を図ります。
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推進施策の展開

◇地域医療体制の充実
●地域住民が安心して医療サービスを受けられ
る体制を維持・確保するために、各医療機関・
医師会・大学などと連携して取り組みます。
●中山間地域や離島の医療体制を維持するため
に、県などと連携し広域的な医療体制の構築
やＩＣＴを活用した遠隔医療の導入などを検討し
ていきます。
●新南陽市民病院において良質な医療を安定的
に提供するため、医療機器・施設を充実させ
るとともに、常勤医師の確保等に努めながら
経営改善を目指します。

◇救急医療体制の充実
●一次・二次救急医療体制を維持するために、
地域の診療所と高度専門医療を担う病院の役
割分担と連携を進めます。

●救急医療電話相談(＃7119・＃8000)を充分
に活用し、住民の不安と救急医療機関の負担
を軽減します。

主な指標

主な指標 現状値
（2018年度）

目標値
（2024年度）

中山間地域及び離島
の診療所数
※�現診療体制の維持

7箇所 7箇所

休日夜間急病診療所
診療日数
※�現診療体制の維持

365日 365日

関連する個別計画

●周南市立新南陽市民病院新改革プラン
　【計画期間：平成28～令和２年度】

� 救急隊員から医師への引き継ぎ等の様子

� 新南陽市民病院� 病院への傷病者搬送状況
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